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区 分 概 要

１．個別検討事項 空コンテナの仮陸揚対応

２．現行仕様 空コンテナの仮陸揚届について「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務等*において登録が行えない
ことから、システムによる提出ができない。

３．見直しの経緯
（利用者の要望等）

システムによる提出が出来ないため、システム化を望む声が大きい。

4.  次期仕様 空コンテナの仮陸揚届をシステムで提出できるよう見直しを行う。

ＭＦＲ業務等でシステムに登録された仮陸揚空コンテナ情報について、
既存の港湾統計用管理資料「Ｋ０４ 港湾統計用輸入貨物データ」、
「Ｋ０６ 港湾統計用仮陸揚貨物データ」に件数等が計上されるよう見直しを行う。

１．空コンテナの仮陸揚対応に係る処理の見直しの概要

*「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務等… 「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務
「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前）（ＣＭＦ０１）」業務
「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）」業務
「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務
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２－１．次期における対応（ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２の変更）【第17回ＷＧ提示済】

仮陸揚貨物の搬入時保税運送自動起動の旨の
入力は不可

次 期

空コンテナと仮陸揚識別「２８：仮陸揚貨物」の同時入力を可能とする。
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保税運送を行う場合

積荷目録情報登録
ＭＦＲ

積荷目録提出
ＤＭＦ

船卸確認登録
ＰＫＩ

保税運送申告
（マニュアル）

ＣＹ搬出確認登録
ＣＹＯ

ＣＹ搬入確認登録
ＣＹＡ

船積情報登録
ＣＬＲ

船積確認登録
ＣＣＬ

積荷目録情報登録
ＭＦＲ

船会社、通関、
海貨、ＣＹ 等

次港

仮陸揚空コンテナの登録※を可能とする。
※空コンテナと仮陸揚識別「２８」の同
時入力。

ＭＦＲにおいて仮陸揚空コ
ンテナを登録した場合に、
仮陸揚届を出力する。

保税運送申告のシス
テム化は行わない。

ＣＭＦ０３ではなく、
ＭＦＲで次港を登録。

２－２．次期における仮陸揚空コンテナフロー（案）【第17回ＷＧ提示済】

仮陸揚届
堤出情報

システムにて搬出要件が設定されないため、
到着地等は登録しない※。
※ＩＣＮで照会した場合は、発送地から
搬出した旨のみを表示する。
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３．次期における仮陸揚空コンテナフロー【新規提案】

横浜

コンテナ次港
情報ＤＢ

コンテナ情報
ＤＢ

ＭＦＲ

積荷目録情報登録

名古屋

ＤＭＦ

積荷目録提出

名古屋

ＰＫＩ

船卸確認登録

名古屋

ＣＬＲ

船積情報登録

名古屋

ＣＣＬ

船積確認登録

名古屋

ＭＦＲ

積荷目録登録

横浜

ＤＭＦ

積荷目録提出

横浜

ＰＫＩ

船卸確認登録

横浜

次港情報を新規ＤＢに一時保存しているコンテナ情報は、
前港でＣＣＬ業務が実施される際に、既存のコンテナ情報
ＤＢに上書き登録する（次港情報への切替）。

次港のＭＦＲが前港のＣＬＲに先行するケース

次港情報を一時保存するためのＤＢを
新規に追加する。
前港でのＣＣＬ前に次港にかかる業務
が行われた場合は、コンテナ情報ＤＢ
を更新せず、新規ＤＢのみを作成、
更新するように処理を追加する。

次港の業務でコンテナ情報ＤＢを上書
き更新しないため、前港の後続業務が
実施可能。

港湾統計

次港のＰＫＩを実施する際は「コンテナ情報照会（ＩＣＮ）」業務にて
前港でＣＬＲ、ＣＣＬ業務が実施済であることを確認する必要がある。

前港のＣＬＲ、ＣＣＬ業務に先行して次港でＰＫＩ業務が実施された場合、
前港でＣＬＲ、ＣＣＬ業務は実施不可となる。
（次港のＰＫＩ業務によって、 新規ＤＢからコンテナ情報ＤＢへの情報の
切り替えを行うため）

新規

ＩＣＮ業務の照会結果のうち「船卸港」
「入港年月日」「蔵置場所」等の項目が前
港の情報である場合は、前港でＣＣＬ業務
が実施されていない。

切替
名古屋
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（参考）次期 仮陸揚コンテナ業務フローの整理（積荷目録登録 ～船卸確認登録）

空／実入り
識別

港 基本フロー

5：
ＦＵＬＬ
（実入り）

１st
(前港)

２nd
(次港)

4：
ＥＭＰＴＹ
（空）

－

現行

次期

システム登録不可

積荷目録情報登録
ＭＦＲ

船積確認登録
ＣＣＬ

空／実入り
識別

港 基本フロー

5：
ＦＵＬＬ
（実入り）

１st
(前港)

２nd
(次港)

4：
ＥＭＰＴＹ
（空）

１st
(前港)

２nd
(次港)

積荷目録情報訂正
（次船卸港の登録）

ＣＭＦ０３

積荷目録情報登録
ＭＦＲ

船積確認登録
ＣＣＬ

船卸確認登録
ＰＫＩ/ＰＫＫ

積荷目録情報訂正
（次船卸港の登録）

ＣＭＦ０３

船卸確認登録
ＰＫＩ／ＰＫＫ

積荷目録提出
ＤＭＦ

船卸確認登録
ＰＫＩ／ＰＫＫ

船積情報登録
ＣＬＲ

積荷目録提出
ＤＭＦ

到着確認登録
ＰＩＤ

積荷目録提出
ＤＭＦ

船卸確認登録
ＰＫＩ／ＰＫＫ

船積情報登録
ＣＬＲ

積荷目録提出
ＤＭＦ

到着確認登録
ＰＩＤ

積荷目録情報登録
ＭＦＲ

船積確認登録
ＣＣＬ

積荷目録提出
ＤＭＦ

船卸確認登録
ＰＫＩ／ＰＫＫ

船積情報登録
ＣＬＲ

積荷目録情報登録
ＭＦＲ

積荷目録提出
ＤＭＦ

船卸確認登録
ＰＫＩ／ＰＫＫ

前港 前港前港前港前港

前港 前港前港前港前港

次港 次港 次港 次港

次港 次港 次港 次港

前港 前港前港前港前港

次港 次港 次港コンテナ情報ＤＢに前港情報が登録
されている場合は、次港情報を新規
ＤＢに一時保存し、前港のＣＣＬの
タイミングでコンテナ情報ＤＢに
上書きする

変更点①
次港情報登録可能
タイミングの前倒し

変更点②
空コンテナ情報登録
の可能化

＊次港コンテナオペレーション会社が
「99999」の場合は前港でＣＬＲが
実施済である必要あり

変更点③
仮陸揚空コンテナ次
港情報登録の可能化
（新規ＤＢ追加）
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